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毎週水曜、区役所本庁舎および豊洲特別出張所（豊洲2-2-18豊洲シビックセンター3階）の窓口時間を午後7時まで延長しています。
取り扱い業務の詳細については各担当窓口へご確認ください。

　
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電

所
事
故
に
伴
い
被
災
さ
れ
た
方
の
国

民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
に

お
け
る
一
部
負
担
金
と
保
険
料
、
介

護
保
険
料
と
利
用
者
負
担
の
減
免
措

置
が
、
令
和
₅
年
度
か
ら
段
階
的
に

見
直
さ
れ
る
こ
と
が
国
に
よ
り
決
定

さ
れ
ま
し
た
。

見
直
し
の
内
容

　
減
免
措
置
に
つ
い
て
は
、
被
保
険

者
間
の
公
平
性
を
確
保
す
る
と
と
も

に
、
十
分
な
経
過
措
置
を
講
じ
る
観

点
か
ら
、
避
難
指
示
解
除
か
ら
₁₀
年

程
度
で
終
了
し
、
令
和
₅
年
₄
月
か

ら
順
次
見
直
し
を
実
施
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　
減
免
措
置
の
見
直
し
が
開
始
さ
れ

る
年
度
、
減
免
割
合
は
震
災
当
時
に

住
所
を
有
し
て
い
た
地
域
に
よ
り
異

な
り
ま
す
。

　
区
で
把
握
し
て
い
る
対
象
者
の
方

に
は
通
知
を
送
付
し
ま
す
。
詳
細
は

通
知
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問▢
﹇
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
に
関
す
る
こ
と
﹈

医
療
保
険
課
資
格
賦
課
係
（
保
険
料

に
関
す
る
こ
と
）
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医
療
保
険
課
保
険
給
付
係
（
一
部
負

担
金
に
関
す
る
こ
と
）
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﹇
介
護
保
険
に
関
す
る
こ
と
﹈

介
護
保
険
課
資
格
保
険
料
係
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介
護
保
険
課
給
付
係
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国
民
健
康
保
険
料
の
納
付
方
法
を

口
座
振
替
に
し
た
世
帯
を
対
象
に
、

抽
選
で
江
東
区
商
店
街
連
合
会
が
発

行
す
る
江
東
区
内
共
通
商
品
券
2
、

0
0
0
円
分
を
贈
呈
し
ま
す
。
条
件

を
満
た
す
世
帯
は
自
動
で
抽
選
対
象

と
な
る
た
め
申
込
不
要
で
す
。

人▢
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
世

帯
の
中
か
ら
抽
選
で
1
5
0
世
帯

（
当
選
世
帯
に
の
み
令
和
₆
年
₃
月

中
に
商
品
券
を
発
送
）

﹇
条
件
﹈

○ 

令
和
₅
年
₄
月
₁
日
（
土
）
〜
令

和
₆
年
₁
月
₃₁
日
（
水
）
に
口
座

振
替
の
新
規
開
始
の
申
込
を
し
た

○ 

抽
選
時
点
で
国
民
健
康
保
険
に
加

入
中
で
、
未
納
が
な
く
、
口
座
振

替
の
実
績
が
あ
る

問▢
医
療
保
険
課
保
険
料
係
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就
職
や
扶
養
認
定
で
職
場
の
健
康

保
険
（
健
康
保
険
組
合
や
協
会
け
ん

ぽ
な
ど
）
に
加
入
し
た
と
き
は
、
国

民
健
康
保
険
を
や
め
る
届
け
出
が
必

要
で
す
。
勤
め
先
の
会
社
が
届
け
出

を
代
行
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
職
場
の
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い
方
は
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
次
に
該
当
す
る
方
は

加
入
対
象
と
な
り
ま
す
。

○ 

事
業
所
を
退
職
し
た
後
、
他
の
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
方

○ 

他
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
と
な

っ
て
い
な
い
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
・

ア
ル
バ
イ
ト
の
方
で
、
そ
の
会
社

の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い

方
○ 

個
人
経
営
の
事
業
主
と
そ
こ
に
お

　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染

し
た
場
合
ま
た
は
発
熱
等
の
症
状
が

あ
り
感
染
が
疑
わ
れ
た
場
合
に
、
そ

の
療
養
の
た
め
労
務
に
服
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
期
間
（
一
定
の
要

件
を
満
た
し
た
場
合
に
限
る
）、
傷

病
手
当
金
を
支
給
し
ま
す
。

﹇
対
象
者
﹈

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

○ 

江
東
区
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

○ 

勤
務
先
か
ら
給
与
の
支
給
を
受
け

て
い
る
方

○ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

感
染
ま
た
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
た

め
就
労
で
き
な
か
っ
た
期
間
が
あ

る
方
（
濃
厚
接
触
者
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
）

○ 

そ
の
就
労
で
き
な
か
っ
た
期
間
に

つ
い
て
、
給
与
の
全
額
ま
た
は
一

部
が
支
給
さ
れ
な
い
方

※
個
人
事
業
主
の
方
は
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。

﹇
支
給
対
象
日
﹈

療
養
期
間
の
う
ち
最
初
の
勤
務
予
定

日
か
ら
₄
日
目
以
降
の
勤
務
予
定
日

﹇
支
給
額
﹈

（
直
近
の
継
続
し
た
₃
か
月
間
の
給

与
収
入
の
合
計
額
を
就
労
日
数
で
除

し
た
金
額
）×
₃
分
の
₂
×
日
数（
支

給
対
象
と
な
る
日
数
）

※
一
日
あ
た
り
の
支
給
額
に
上
限
が

あ
り
ま
す
。

﹇
適
用
期
間
﹈

₅
月
₇
日
（
日
）
ま
で
（
申
請
期
間

は
支
給
対
象
日
か
ら
₂
年
間
）

﹇
申
請
﹈

支
給
を
受
け
る
た
め
に
は
、
申
請
が

必
要
で
す
。
申
請
を
希
望
す
る
場
合

は
、
事
前
に
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
申
請
書
等
の
書
式
は
、

区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

問▢
医
療
保
険
課
保
険
給
付
係
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勤
め
の
方
で
、
他
の
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
な
い
方

　
届
け
出
は
₁₄
日
以
内
に
し
て
く
だ

さ
い
。
加
入
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、

期
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
料
を
支

払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
辞

め
る
届
け
出
が
遅
れ
、
国
民
健
康
保

険
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
の
に
保
険

証
を
使
っ
て
し
ま
う
と
、
医
療
費
を

後
で
返
還
し
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問▢
医
療
保
険
課
資
格
賦
課
係
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学
生
納
付
特
例
と
は
、
前
年
所
得

が
基
準
以
下
の
学
生
を
対
象
と
し
た
、

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る
制
度
で
す
。

　
対
象
と
な
る
学
校
は
、
大
学
（
大

学
院
）、
短
期
大
学
、
高
等
学
校
、
高

等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
お
よ
び
各

種
学
校
等
で
す
（
海
外
大
学
の
日
本

分
校
は
一
部
を
除
き
対
象
外
）。
対

象
期
間
は
、
申
請
月
の
₂
年
₁
か
月

前
の
月
分
か
ら
翌
年
₃
月
分
ま
で
で
、

年
度
ご
と
の
申
請
が
必
要
で
す
。

　
学
生
納
付
特
例
が
承
認
さ
れ
た
期

間
は
次
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

○ 

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間

と
な
り
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金

の
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

○ 

₁₀
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
猶
予
さ
れ

た
国
民
年
金
保
険
料
を
追
納
で
き

ま
す
（
た
だ
し
、
₃
年
度
目
以
降

は
、
期
間
に
応
じ
て
一
定
の
額
が

加
算
さ
れ
ま
す
）。

○ 

障
害
基
礎
年
金
請
求
の
審
査
に
際

し
、
受
給
資
格
期
間
へ
算
入
さ
れ

　
高
齢
者
の
孤
独
死
や
社
会
的
孤
立

を
防
ぐ
に
は
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
見

守
り
や
支
え
合
い
が
不
可
欠
で
す
。

区
は
社
会
福
祉
協
議
会
に
委
託
し
、

地
域
で
支
え
合
い
の
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
る
「
高
齢
者
地
域
見
守
り
支
援

事
業
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
度
、

こ
の
事
業
を
町
会
・
自
治
会
・
管
理

組
合
等
の
単
位
で
実
践
し
て
い
た
だ

く
サ
ポ
ー
ト
地
域
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
い
た
だ
い
た
地
域
の
皆
さ
ん
と

₁
年
間
か
け
て
次
の
取
り
組
み
を
行

い
、
住
民
主
体
で
無
理
な
く
継
続
で

き
る
見
守
り
体
制
の
構
築
を
支
援
し

ま
す
。

○ 

先
進
的
な
活
動
団
体
等
の
見
学

○ 

こ
れ
か
ら
の
地
域
に
求
め
ら
れ
る

支
え
合
い
を
学
ぶ
セ
ミ
ナ
ー
の
受

講
○ 

地
域
の
実
情
に
合
っ
た
見
守
り
プ

ラ
ン
の
作
成
・
実
践

○ 

見
守
り
拠
点
の
開
設
助
成

　
な
お
、
翌
年
度
に
開
催
す
る
活
動

実
践
発
表
会
で
発
表
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　
ま
た
、
現
在
サ
ポ
ー
ト
地
域
と
な

っ
て
い
て
、
活
動
の
活
性
化
を
希
望

す
る
団
体
を
支
援
す
る
制
度
も
あ
り

ま
す
の
で
、
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。締▢

₆
月
₃₀
日
（
金
）

申▢
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
込

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
長
寿
応

援
課
地
域
支
え
合
い
係
に
メ
ー
ル
・

フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
、
電
話
・
窓
口（
区

役
所
₃
階
₈
番
）
で
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ｅ▢₂₁₁₁₀₂@city.koto.lg.jp

﹇
事
業
に
関
す
る
問
合
先
﹈

社
会
福
祉
協
議
会
地
域
福
祉
推
進
課
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ま
す
。

※
学
生
納
付
特
例
に
該
当
し
な
い
場

合
は
、
免
除
や
納
付
猶
予
の
申
請
が

で
き
ま
す
。

﹇
持
ち
物
﹈マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る

書
類
、
本
人
確
認
書
類
、
学
生
証（
表

・
裏
両
面
の
写
し
で
も
可
）
ま
た
は

在
学
証
明
書

申▢
区
民
課
年
金
係
（
区
役
所
隣
防

災
セ
ン
タ
ー
₂
階
₂₀
番
）、
豊
洲
特

別
出
張
所
、
各
出
張
所
（
現
年
度
分

の
み
受
付
）
ま
た
は
江
東
年
金
事
務

所
国
民
年
金
課
窓
口
（
亀
戸
₅
―
₁₆

―
₉
）
で

問▢
区
民
課
年
金
係
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江
東
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課
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